
報告第 18 号 

処分報告（令和４年度貝塚市一般会計補正予算（第５号））の件  

 次の事件は、地方自治法第 179条第１項の規定に基づき、次のとおり処分したもの

であるので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

 

 令和４年９月６日提出  

                                          貝塚市長   酒  井   了  

 

記  

１．令和４年度貝塚市一般会計補正予算（第５号）の件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度貝塚市一般会計補正予算（第５号）の件  

  令和４年度貝塚市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算の補正）  

第１条   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５１，８２４千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，７９７，４１８千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 

 

令和４年８月 17日処分  

 

                                           貝塚市長  酒  井   了  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

14. 国庫支出金 7,720,108 251,824 7,971,932

1. 国庫負担金 6,067,729 146,200 6,213,929

2. 国庫補助金 1,626,532 105,624 1,732,156

37,545,594 251,824 37,797,418

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

4. 衛生費 3,732,897 251,824 3,984,721

1. 保健衛生費 1,181,850 251,824 1,433,674

37,545,594 251,824 37,797,418

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 


